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１．議事日程（令和元年第３回北広島町議会臨時会）

令和元年１０月１７日

午 前 １ ０ 時 開 会

於 議 場

２．出席議員は次のとおりである。

３．欠席議員は次のとおりである。

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

５．職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 坂 本 伸 次 議会事務局 田 辺 五 月

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 報告第１２号 専決処分の報告について

（町道走行中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて）

日程第４ 報告第１３号 専決処分の報告について

（農道走行中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて）

日程第５ 報告第１４号 専決処分の報告について

（草刈作業中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて）

日程第６ 議案第８０号 工事請負契約の変更について

（千代田浄化センター増設工事［機械設備２期工事］）

１番 濱 田 芳 晴 ２番 美 濃 孝 二 ３番 真 倉 和 之

４番 湊 俊 文 ５番 敷 本 弘 美 ６番 森 脇 誠 悟

８番 山 形 しのぶ ９番 亀 岡 純 一 １０番 梅 尾 泰 文

１２番 服 部 泰 征 １３番 伊 藤 淳 １４番 中 田 節 雄

１５番 大 林 正 行 １６番 宮 本 裕 之

１１番 室 坂 光 治

町 長 箕 野 博 司 教 育 長 池 田 庄 策 芸北支所長 清 見 宣 正

大朝支所長 竹 下 秀 樹 豊平支所長 益 田 智 幸 総 務 課 長 畑 田 正 法

財 政 課 長 植 田 優 香 建 設 課 長 川 手 秀 則 上下水道課長 中 川 克 也

学校教育課長 石 坪 隆 雄
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午 前 １０時 ００分 開 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（宮本裕之） おはようございます。ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達してお

りますので、ただいまから令和元年第３回北広島町議会臨時会を開会いたします。これから本

日の会議を開会いたします。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（宮本裕之） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。本臨時会の会議録署名議員

は、会議規則第１２７条の規定により、２番、美濃議員、３番、真倉議員を指名いたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２ 会期の決定について

○議長（宮本裕之） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。本臨時会の

会期は、本日１日限りにしたいと思います。これにご異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）

○議長（宮本裕之） ご異議なしと認めます。従って、本臨時会の会期は、本日１日限りに決定い

たしました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３ 報告第１２号 専決処分の報告について

○議長（宮本裕之） 日程第３、報告第１２号、専決処分の報告について、報告を求めます。箕野

町長。

○町長（箕野博司） おはようございます。それでは、報告第１２号について概要を説明します。

議案集の１ページをお願いします。報告第１２号、専決処分の報告について。地方自治法第１

８０条第１項の規定により、町道走行中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることにつ

いて専決処分したので、同条第２項の規定により、これを報告するものです。詳細につきまし

ては、担当から説明します。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 報告第１２号、専決処分の報告について、建設課からご説明申し上げま
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す。議案書１ページ、２ページをお願いします。地方自治法第１８０条第１項の規定により、

議案書２ページ、専決処分第１１号のとおり、町道走行中の事故に伴う和解及び損害賠償の額

を定めることについて、令和元年９月５日専決処分いたしましたので、同条第２項の規定によ

り報告いたします。内容について説明いたします。１、相手方の住所及び氏名は記載のとおり

でございます。２、事故の概要は、令和元年７月２５日午後７時ごろ、溝口２１９９番地４付

近、町道竹本鷹ノ巣線を走行中、道路陥没箇所を通過したことにより、右側前輪タイヤをパン

クしたものです。和解内容は、（１）町は、相手方に対し、損害賠償として４９２０円の支払

い義務があることを認め、これを支払う。（２）町及び相手方は、今後一切、本件請求原因事

項に関して、何ら債権債務を有しないことを確認する。以上、２点でございます。４、損害賠

償額は、４９２０円で、内訳は、タイヤの修繕費でございます。以上、報告を終わります。

○議長（宮本裕之） これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） １０番、梅尾でございます。事案が事案だけに専決をしなくてはならない

という状況は分かりますけども、幾ら、何件も何件もこの間こういった事例が、タイヤが破損

して、道路が陥没していてというふうなことが、そのたびに専決にされるわけでありますが、

やはり道路の状況をオーバーレイするなどして修繕をしていくということがないがためにパン

クをして、その修繕費を負担をしなくてはならないということになっているわけであります。

次の専決第１２号も同じようなもので、全く同じでありますが、そこら辺の解決をどういうふ

うな方法でしようというふうに考えておられるのか、お聞きをしてみたいと思います。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 路面の陥没事象によりまして、タイヤがパンクしたということでござい

ます。それぞれの事故の状況というのは、当事者でありませんので分かりませんけども、陥没

箇所にタイヤがはまって、そのショックでパンクしたというものでございます。道路の維持管

理につきましては、道路パトロール、それから職員みずからの用務中によるパトロール、日常

点検、それぞれ行っておりまして、適宜修繕はしておりますけども、降雨、雨の状況、それが

一番大きいものでございまして、そういう軟弱な箇所を道路陥没箇所を修繕しても、降雨によ

って、すぐまた剥がれてしまうというような実態がございます。そういったところをまとめて、

オーバーレイをしていくようにしておりますけども、その最中にそういう事象が生じてしまう

ということで、町道の路線も延長も長うございまして、いろんな箇所でそういうところがあっ

て、実際のところは、たまたまそういう事故に遭遇してしまったといった状況でございます。

○議長（宮本裕之） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） たまたまが余りにも多い。タイヤの破損の修理ぐらいでしたら、まだ、運

転手の方に被害は少ないわけでありますが、胸を打った、あるいはむち打ちになったというふ

うなことを想定をすれば、もう少し道路維持について、それこそパトロールというふうなこと

を強化するか、あるいは、町の職員さんもいろいろな地域におられて行ったり来たり、通った

り、業務の中でもしっかりとそこら辺を点検をしていくということが非常に大事だというふう

に私は思います。それと、もう一つ付け加えさせていただけば、この第１１号も第１２号も右

側の前輪のタイヤを破損しておられる。いずれも右側の前輪です。ということは、路肩が悪か

ったんではなくて、やや道路の中央部分に近いところが右側の前輪が当たる位置になるのだろ

うというふうに想定できるわけでありますが、そこら辺の破損というのは、割と見てわかりよ

いところだろうというふうに思うんですけれども、そこら辺を本当に運転手の方の生命にかか
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わる問題かもしれませんから、十分に注意して取り組んでいただきたいという事例であろうと

思いますが、いかがですか。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） パンクですので、人身に至らなくてよかったということではございます

けども、今回の２件とも夜間の事故でございまして、道路の状況的に、夜間で山林部で、どれ

ほどの速度を出されていたのかというのはちょっとわかりかねますけども、車両の状況とか、

周囲の交通状況等々もありまして、よけ切れなかったものではないかなというふうに思ってお

ります。ただ、よけるよけないということじゃなくて、道路に穴があいてたということが相応

の因果関係があるということで、町が賠償責任を負ったものでございます。そのタイヤにつき

ましても、最近は、ドレスアップといいますか、見ばえをよくするために、扁平率の高いタイ

ヤを装着されている方が往々におられまして、そういったことで、どうしてもエアボリューム

自体が少ないということで、どうしても軽い衝撃でもパンクに至るというようなことは、全国

的にもパンク事案はここ数年増加しているというような報道もされておりますし、そういった

こともあるのではないかというふうに推測しております。

○議長（宮本裕之） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 構造上の問題ではなくて、どういうふうに対応、今後されるのかというこ

とをお聞きしたいというふうに思ったのと、それから今の報告を聞くと、何キロスピードが出

ていたかわからないがということでありましたが、保険の請求をする際にもどういう状況であ

ったかというのは、かなり詳しくそのときの事故に至った経緯は必要であろうというふうに思

うんですが、そこのところがはっきりして、何キロで走行していたよというふうなことも当然

調書には載るんだろうというふうには思いますが、いかがですか。そこのところがちょっと曖

昧だったんで、詳しくお聞きしたいと思います。

○議長（宮本裕之） 答弁を求めます。建設課長。

○建設課長（川手秀則） このタイヤの修繕費でございますけども、パンクをして、修繕はほぼ不

可能ですので、新しいタイヤに装着し変えるわけでございますけども、それのその修繕料とい

いましても、全額町が１００％弁償しておるわけではございませんで、その過失割合というも

のがございまして、当然ハンドルを握って自動車を運転する者は、前方を注視して、安全確認

を行いながら運転するということが原則でございますので、必ずしも道路に穴があいていない、

つら一の道路事情というのは、それは理想ではございますけども、そういった事情にはないわ

けでございまして、当然そういったことを、前方を注視しながら走行するということでござい

まして、当然その運転者にも過失はあるということで、３割から５割程度ということになって

ございます。議員ご指摘のとおり、事故の発生日時でありますとか、場所でありますとか、ど

ういった車種で、どういった状況で、誰がいつどこで運転してというのは把握をしてございま

すけども、時速何キロでというのは、その調書には書いてございませんので、ちょっとお答え

いたしかねます。

○議長（宮本裕之） 建設課長、今後のさらなる対応をお答えください。建設課長。

○建設課長（川手秀則） これまでもそうでございますけども、日常点検、それから定期点検、そ

れから職員の通報、住民の通報によりまして、その異常、破損箇所を把握して、早期の修繕に

努めてまいりたいと存じます。

○議長（宮本裕之） ほかに質疑はありませんか。中田議員。
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○１４番（中田節雄） １４番、中田です。こうしたケースが年間何件も出てくる。これは今年度

に限ったことではなくて、昨年もありましたし、その前もあったということで、それは多少ケ

ースは違うと思います。陥没箇所であったり、また落石であったりということなんですが、先

ほど課長の答弁の中で、降雨によって陥没箇所が発生するということでありましたけども、陥

没箇所というのは、一晩にしてあくものかどうかわかりませんけども、かなり以前から陥没箇

所があったのではないかという推測も立つわけです。そうなってくると、通報システム、職員

による点検であるとか、以前は郵便局の配達員による、そうしたこともお願いしておるという

ことでありました。しかし、まだまだそうしたシステムが機能していないんではなかろうかと

思うわけでありますし、この事故がパンクの修理代という、わずかな賠償金額で済んでおりま

すけども、これが一旦パンクし、そしてまた死亡事故につながってくるということになります

と、大きな賠償金額にもなってくるわけであります。そうした意味から、これが今年初めてこ

ういうことがあったというんなら、また別の話でありますけども、毎年毎年こうして上がって

くるということにつきましては、やはり今後の対応、先ほど議員から質問がありましたように、

どうするのかということを根本的に考えて、通報システムを確立しないと、また次年度以降、

また、今からもこうしたケースは増えてくるわけであります。大きな問題にならないまでにも、

やはりきちんとした対応をすべきであろうと。やはりもっともっと通報システムを確立すべき

だと考えますが、いかがでしょうか。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 新たな通報システムというのは研究をしてまいらねばならないと思って

おります。穴の発生ですけども、予兆があるんじゃないかということがありましたけども、ひ

び割れが降雨によって浸食を受けて、水に弱いものですから、それこそ一晩であくということ

は考えられます。補修をしてた翌日にまたあいてたということはあるわけでございまして、そ

ういったところは、穴埋めに限らず、切り取って、打ち替えるというようなことをしてまいっ

てきておるわけでございます。以上でございます。

○議長（宮本裕之） ２番、美濃議員。

○２番（美濃孝二） ２番、美濃孝二です。まず、この専決処分をした日にちが９月の５日と。翌

日から議会が始まってるわけですが、なぜ９月５日になったのか。専決しなくても、９月６日

から始まった議会に提出すればよかったんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） このたびの専決処分の事案でございますけども、１８０条による専決で

ございます。１８０条の専決につきましては、事前に専決処分ができるという指定を受けた項

目でございますので、専決をさせていただいたものでございます。

○議長（宮本裕之） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） そうはいっても、すぐできたわけですよね、１日ずらせば。それどうしても

理解ができません。それと先ほどから議論があるように、パトロールとかありますが、大体道

路パトロールや職員のルート等は同じところを走るわけで、全体を網羅することは、とてもで

きないと思うんですが、事前に情報はなかったのか。次の議案にも絡むんですが、ここの箇所

は、事前に地域からの含めた情報はなかったのかどうか、伺います。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 同じ溝口でございまして、県道４０号から溝口加計線に下りていく町道、
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それから広域農道である農道畑ケ谷線でございます。大体に交通量が、大型車の交通量が増加

しておりまして、大体に損傷が多い箇所ではございます。いうところで、注意しながら、ほか

の路線に比べると、どうしてもそういう損傷箇所が多いということはあります。注意をしてお

るわけでございますけども、先ほど申し上げましたように、７月の災害が発生した、大雨もご

ざいましたし、梅雨が明けても、なお、かなりの降雨があったということで、一日にして穴が

あくということは十分考えられますので、事前に把握していても、なかなか追いついていない

というのが実態でございます。

○議長（宮本裕之） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 一般論じゃなくて、事前に情報はなかったのかということを聞いてるわけで

す。それと３回目なんで、これしかできないんで。住民に対して、皆さんに情報提供を呼びか

ける必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 今回の事案につきましては、事前に通報はございませんでした。住民の

方には、きたひろネットでありますとか広報誌を用いまして、異常箇所の早期発見、異常箇所

を見つけたら、本庁なり支所なりに通報してくださいということは申し上げております。

○議長（宮本裕之） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。以上をもって質疑を終わ

ります。これで報告第１２号、専決処分の報告について、報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第４ 報告第１３号 専決処分の報告について

○議長（宮本裕之） 日程第４、報告第１３号、専決処分の報告について、報告を求めます。箕野

町長。

○町長（箕野博司） それでは、報告第１３号について概要を説明します。議案集の３ページをお

願いします。報告第１３号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、農道走行中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分したので、

同条第２項の規定により、これを報告するものです。先ほどの報告事項と似通ったようなケー

スでありますが、詳細につきましては、担当から説明を申し上げます。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 報告第１３号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。議案書３

ページ、４ページをお願いします。地方自治法第１８０条第１項の規定により、議案書４ペー

ジ、専決処分第１２号のとおり、農道走行中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めること

について、令和元年９月２５日専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告い

たします。内容について説明いたします。１、相手方の住所及び氏名は記載のとおりです。２、

事故の概要は、令和元年７月２９日午後８時３０分ごろ、溝口１００３７番地５付近、農道畑

ケ谷溝口線を走行中、道路陥没箇所を通過したことにより、右側前輪タイヤをパンクしたもの

です。３、和解内容は、（１）町は、相手方に対し、損害賠償として９３２０円の支払い義務

があることを認め、これを支払う。（２）町及び相手方は、今後一切、本件請求原因事項に関

して、何ら債権債務を有しないことを確認する。以上２点でございます。４、損害賠償額は９
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３２０円で、内訳は、タイヤの修繕費でございます。以上で、建設課から専決処分の報告を終

わります。

○議長（宮本裕之） これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、美濃議員。

○２番（美濃孝二） ２番、美濃です。先ほどと同じなんですが、この箇所は、事前に情報はなか

ったでしょうか、伺います。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 先ほどと同様、この箇所については、ありませんでした。

○議長（宮本裕之） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 住民の皆さんに、きたひろや広報紙で通報を呼びかけているということです

が、こういう情報があった場合、穴があいてるよとあった場合、通常、修理にはどれぐらいか

かるんでしょうか。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 道路陥没の穴の修繕でございますけども、できるだけ早急にということ

でしております。委託業者に指示をして行っておるもの、それから職員自らが行って行うもの

でございますけども、そういったことで、委託業者の段どりがつかない場合は職員自らが行っ

てやるなど、早期に復旧を心がけております。

○議長（宮本裕之） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 情報があれば早急にやるということなんですが、やはり情報入ってないんじ

ゃないかと思うんですね。再度呼びかけをする考えはありますか。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 沿線、沿道を走行される方、直接走行される方が日常的に見られる機会

が一番多いと思っておりますので、そういったことで、通報していただけるように周知をして

まいりたいと考えております。

○議長（宮本裕之） ほかに質疑はありませんか。１０番、梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） １０番、梅尾でございます。こういう事件が発生した場合、本人が役場に

直接お電話をされるのか、あるいは警察を通じて事故証明等とられて、次の対策に進むのか、

移行するのか、そこら辺のところ、この事例でいいですから、どういう形で、この専決処分す

るということに至ったのか、経緯をお聞きしたいと思います。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 大体、事故に遭遇された方は、ちょっと冷静さを失っておられることも

ございまして、どこに連絡したらいいのかということで、支所でありましたり、それから本庁

に電話をかけられて、パンクの事案だということで、支所で対応、もしくは建設課のほうに転

送されるということでございまして、それから、こういうことで写真を必ず撮ってくださいね

とかいうようなことを指示をして、それからディーラーのほうに車両持ち込んで、見積書も取

ってくださいねというような指示をしたりして、結局、うちのほうは、全国町村会のほうの総

合賠償責任保険のほうで賠償してまいりますので、必要な手続について説明をさせていただい

ております。警察からあるというのは、ちょっとまれでございます。どちらかといいますと、

本人のほうからの申し出が多ゆうございます。

○議長（宮本裕之） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 本人さんから入るのがまれで、何ぼか警察からも連絡あるということだろ
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うと思いますが、こういうことを役場のほうの道路の状況がよくなかったがために起こった事

故ですよということを承知しておられる方は、役場に行って、役場にその過失責任があるだろ

うというふうなことを認識されますが、そうでない、事故に、タイヤがパンクしたよというこ

とがあっても、そこまでのことをしようという次の段階に入れない人は、この例にも当たらん

わけですよね。そこら辺は、あってはならんことでありますが、あっても、何も救済をしても

らうことがなかったというようなことが仮にあるかもしれません。その辺のあたりの啓発をし

てくださいというのもおかしい話ではありますが、責任の度合いはしっかり認識していただき

たいということからすれば、何か打つ手がほかにまだ方法があるのかということをお聞きして

みたいと思います。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 今回の２件もそうですけども、大体にパンクといいましても、空気が漏

れるということじゃなくて、いわゆるバーストですよね。穴にそれを踏み込んだがために、側

面を傷がついて、そこが破裂して、空気が抜けるというバーストでございます。釘を踏んだと

か、そういった分については、しばらくたってから、あら空気が抜けてるわというようなこと

があろうかと思いますけども、この道路の陥没については、今のバーストという現象ですので、

すぐに発覚できるというようなことでございます。まれにそういう、何日かたって、乗ろうと

思ったら、タイヤが空気がなかったというようなことはあるかもわかりませんけども、それに

ついては、ちょっと因果関係がはっきりしませんので、保険の適用になるかならないかという

のは、ちょっと保険のほうのことでございますので、査定状況もございますので、何とも申し

上げられません。

○議長（宮本裕之） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 私が聞きたかったのは、陥没によってタイヤを破損したけども、役場に言

うたんがいいかどうかというのを知らんかったがために、結局自分で直したよという例があろ

うと思うんですよ。そこのところを何かほかな救済方法というのがあるのかなということを、

そのこと救済はないにしても、何らかのお知らせがしてあれば、事例がこれだけ多いわけです

から、知っとっての人がほとんどでありますが、そうでない方も私はいらっしゃるだろうとい

うふうに思っているわけです。それと、もう一つこの例で、最後の質問になりますが、聞きま

すけども、タイヤがパンクしたんですから、補助タイヤが細いのもありますが、それに付け替

えるということをなさって、連絡をとられるのか、いやいやその場でずうっと、目的地に行き

たいのもよう行かん、タイヤもよう交換せん、業者が来てのを待ちよるんよというふうなこと

が現実としてあったんなら、その間の、わしは目的地に行かにゃいけんかったが、行って商談

が成立せんかったじゃない、そこの補償はどうしてくれる、損失はどうしてくれるんだという

ことになったときに、保険のほうで対応せにゃならんというふうなことが起こるのかどうなの

かということ、２点についてお聞きします。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） バーストしたときの対応というのは、その運転者の車両に対する知識と

かノウハウとかがございまして、自力で補助タイヤを付け替えて、ディーラーに持っていかれ

る方もございますし、ＪＡＦに入っておられる方はＪＡＦを呼ばれる、いろんな方法があろう

かと思います。ＪＡＦを呼ばれるケースも多々ございまして、そういった対応をされておりま

す。目的地にたどり着けなかったから、商談が成立しなかったというようなことの損害賠償に
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ついては、ちょっと私も把握はしておりませんけども、道路事情というのは、刻々と変化をし

ておるものでございますので、それは、その道路の状況を、穴があいてタイヤがパンクしたか

ら損害賠償してくれというのは当たらないのではないかというふうに考えております。

○議長（宮本裕之） ほかに質疑はありませんか。これをもって質疑を終わります。これで報告第

１３号、専決処分の報告について、報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第５ 報告第１４号 専決処分の報告について

○議長（宮本裕之） 日程第５、報告第１４号、専決処分の報告について、報告を求めます。箕野

町長。

○町長（箕野博司） それでは、報告第１４号について概要を説明します。議案集の５ページをお

願いします。報告第１４号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、草刈作業中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分したので、

同条第２項の規定により、これを報告するものです。詳細につきましては、担当から説明しま

す。

○議長（宮本裕之） 学校教育課長。

○学校教育課長（石坪隆雄） 報告第１４号、専決処分の報告について、学校教育課からご説明を

申し上げます。議案集５ページ、６ページをお願いします。専決処分第１３号、地方自治法第

１８０条第１項の規定により、草刈作業中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて、令和元年１０月９日に専決処分をしたので、同条第２項の規定により、報告をいたし

ます。１、相手方の住所及び氏名は記載のとおりでございます。２、事故の概要でございます。

令和元年８月２５日午前９時ごろ、北広島町立川迫小学校グラウンド付近で、児童、保護者が

草刈り作業中、相手方所有の自家用車のリアサイドガラスを損傷させたものでございます。３、

和解内容、（１）町は、相手方に対し、損害賠償として２万８０００円の支払い義務があるこ

とを認め、これを支払う。（２）町及び相手方は、今後一切、本件請求原因事項に関して、何

ら債権債務を有しないことを確認する。４、損害賠償額２万８０００円。上記金額の内訳、リ

アサイドガラスの修繕費でございます。以上、報告を終わらせていただきます。以上でござい

ます。

○議長（宮本裕之） これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） １０番、梅尾でございます。このような例も毎年に近いぐらいあるわけで

ありまして、それこそ保護者の方たちが学校のためにと思いながら草刈りをされて、近所に止

めていた自動車のガラスを破損したという、これと全く同じ例でございますけれども、よくよ

く調整をして、打ち合わせをして、草刈り作業に入れば、このようなことはないわけでありま

す。まず、学校の要請だろうかとは思いますけども、保護者会のＰＴＡの要請かもしれません

けれども、まず、こういう奉仕作業をする際には、その作業する前に作業の手順、日程等をし

っかりと調整をして、打ち合わせをして行えば、このようなことはないはずであります。ただ、

私も経験上、早く行って、行った人から順次、どのあたりを刈らにゃいけんのんだというのを

自分で思い始めて、早く終わらそうということが先に立って、打合せ会、あるかないかは別に
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しても、とにかく早くきれいにしようということで、後から来られた方が、あるいは、先に止

めていた車のガラスを破損する、あるいはボディに傷をつけるというふうなことがあるんだろ

うと思いますが、そのあたりの徹底をされんと、このことも毎度専決処分で何とかなりました

よというふうなことになるんで、そこら辺のことの指導を教育委員会のほうからされたり、学

校のほうで十分気をつけて作業等行ってくださいよということ、これも、言うてみれば、石が

たまたまガラスに当たったからいいですから、人の目に当たったりとかいうふうなこともいろ

んなこともあるわけでありますし、着ているものも面を付けるときには面を付けにゃいけんで

すし、そういう安全面も、例えばヘルメット付けにゃいけんのんなら、ヘルメットも付けにゃ

いけんでしょうし、そういうところの部分もしっかりと取り決めをした中での清掃活動、奉仕

活動を成立させていただきたいというふうに思いますが、いかがですか。

○議長（宮本裕之） 学校教育課長。

○学校教育課長（石坪隆雄） 議員おっしゃるとおりでございます。作業の初めに作業の手順、あ

るいは注意事項等含めて説明をして作業に入るということは、しておるところでございますけ

れども、徹底をしたいというふうに思いますし、それから毎月１回、校長研修会、あるいは教

頭研修会というのがありますので、そこでも再度徹底をしていきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。以上です。

○議長（宮本裕之） ほかに質疑はありませんか。これをもって質疑を終わります。これで報告第

１４号、専決処分の報告について、報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第６ 議案第８０号 工事請負契約の変更について

○議長（宮本裕之） 日程第６、議案第８０号、工事請負契約の変更についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） 議案集７ページをお願いします。議案第８０号、工事請負契約の変更につい

て説明します。本案は、千代田浄化センター増設工事、機械設備２期工事について、工事請負

契約を変更するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

第２条の規定により、町議会の議決を求めるものです。詳細につきましては、担当から説明し

ます。

○議長（宮本裕之） 上下水道課長。

○上下水道課長（中川克也） 議案第８０号、工事請負契約の変更について、上下水道課からご説

明申し上げます。議案集７ページをお願いいたします。次の工事請負契約を変更することにつ

きまして、議会の議決を求めるものでございます。１、工事名、千代田浄化センター増設工事、

機械設備２期工事。２、工事場所、北広島町壬生、千代田浄化センター。３、工期、令和元年

６月２０日から令和２年３月３１日。４、変更請負金額、１億５２３９万２９００円。うち取

引に係る消費税及び地方消費税の額１３８５万３９００円。５、今回変更による増額、３６８

９万２９００円。うち取引に係る消費税及び地方消費税の額３３５万３９００円。６、請負者、

広島市南区京橋町９番２１号、前澤工業株式会社中国支店支店長、腰越建。この工事は、議会

の議決に付すべき契約のため、本年６月定例会で議決をいただきました千代田浄化センター増
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設工事におきまして、社会資本整備総合交付金の計画別流用により、交付金の追加があり、そ

れを活用し、本契約により設置される№４回分槽、機器の配管などの工事を追加するものでご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 以上で、提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。質疑はあ

りませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。

討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより議案第

８０号、工事請負契約の変更についてを採決します。本案については、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手願います。（挙手全員）

○議長（宮本裕之） 挙手全員です。従って、議案第８０号、工事請負契約の変更については、原

案のとおり可決されました。以上で、本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。

これで令和元年第３回北広島町議会臨時会を閉会します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １０時 ４３分 閉 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～


